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平成１８年度の我が国の経済は、後半からは家計部

門に弱さがみられたものの、全体としては、企業部

門の好調さが雇用・所得環境の改善を通じて家計部

門へ波及し、民間需要中心の緩やかな景気回復が続

いた。物価については、長期間にわたり持続的に下

落するような状況ではなくなり、デフレからの脱却

が視野に入ってきた。そのような状況の下で、政府

は１８年７月に「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針２００６」を閣議決定し、「新たな挑戦の１０年」

における三つの優先課題（①成長力・競争力強化

②財政健全化　③安全・安心で柔軟かつ多様な社会

の実現）に対し、構造改革の取り組みを進めること

とした。

一方、平成１８年度の地方財政は、三位一体の改革

が推進されるなか、公債費が高い水準で推移するこ

とや社会保障関係経費の自然増などにより引き続き

大幅な財源不足が生じるとともに、借入金残高が約

２０１兆円（年度末）に達するなど、極めて厳しい状

況にあった。

こうした背景の下、平成１８年度の府内市町村決算

の特徴として、以下のことが挙げられる。

① 扶助費、公債費や土地開発公社健全化に係る土

地買戻事業により投資的経費は増加したものの、

人件費の抑制や地方税の増加などにより実質収支

は３年連続黒字となった。

② 赤字団体数については、昨年に引き続き４団体

となった。

③ 経常収支比率は、地方税・地方譲与税の増加に

より経常一般財源等が増加した一方で、扶助費の

増加などにより経常経費充当一般財源等も増加し

たため、前年度並みとなった。

以下、事項別に詳細に解説していくこととする。

Ⅰ はじめに

平成１８年度　市町村決算の概況
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（注）本稿中の数値は原則として百万円単位であるが、構成

比、増減比率等の比率については千円単位で計算したもの

を用いている。いずれの数値も四捨五入により端数処理を

している関係上、その内訳は合計と一致しない場合があ

る。

（注）また、増減額・増減率は、特に記載されていない限り平

成１７年度との比較であり、全国及び府内市町村の数値は、

特に断りのない限り指定都市及び特別区を除いている。

（注）なお、各市町村の数値は、本誌平成１９年１１月号別冊デ

ータ集に掲載されているので参照されたい。

平成１８年度の府内市町村の決算規模は、歳入が１

兆６,２３２億３５百万円で１１６億５２百万円、０.７％の増、

歳出は１兆６,１３７億２９百万円で７２億７３百万円、０.５％

の増となり、歳入・歳出ともに４年ぶりに前年度を

上回ることとなった。（表－１、図－１）

歳入歳出差引額（形式収支）は９５億６百万円の黒

字であった。これから翌年度へ繰り越すべき財源３

３億６９百万円を差し引いた実質収支も、３年連続で

６１億３７百万円の黒字となった。（図－２）

また、単年度収支についても３年連続で４０億４０百

万円の黒字となった。これは、地方税や地方交付税に

代表される一般財源等収入額が４５億１３百万円、０.４％

の増となったのに対し、人件費や扶助費等に充当さ

れる一般財源（歳出充当一般財源等）が１億４８百万

円の増にとどまったためである。（図－３）

単年度収支の中に含まれる基金の積立て・取崩し

や任意に行った地方債の繰上償還といった単年度限

りの黒字要素・赤字要素を控除した実質単年度収支

についても、３年連続で３４億３８百万円の黒字となっ

た。

歳入については、国庫支出金が１１６億５４百万円、

５.６％の減、地方交付税が１０２億４０百万円、６.２％の

減、地方債が４６億５７百万円、３.９％の減、地方特例

交付金が４４億９０百万円、１７.２％の減となったもの

の、地方譲与税が１３７億８６百万円、４１.６％の増、財

産収入が１２２億１８百万円、２３５.７％の増、繰入金が９

５億４３百万円、３２.０％の増、地方税が８１億７６百万

円、１.１％の増となったことなどから、全体では１１

６億５２百万円、０.７％の増となった。（図－４）

歳出については、人件費が１６９億９９百万円、４.２％

Ⅱ 決算規模及び決算収支
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図－１　歳入・歳出決算規模の推移

図－２　実質収支の推移

図－３　単年度収支及び実質単年度収支の推移

表－１　決算規模及び決算収支の推移
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の減、投資及び出資金・貸付金が３６億２７百万円、１０.

４％の減となったものの、積立金が１１２億８４百万

円、５４.１％の増、普通建設事業費が１０４億７百万円、

８.４％の増、扶助費が７２億６０百万円、２.２％の増、公

債費が３６億１４百万円、２.１％の増となったことなど

により、全体では７２億７３百万円、０.５％の増となっ

た。（図－５）

実質収支の黒字団体・赤字団体の状況をみると、

黒字団体は３７団体（２８市８町１村）で、黒字額は９２

億９８百万円となり、前年度に比べて１５億６百万円の

増となった。（表－２）

赤字団体数は、２市が黒字に、１市１町が赤字に

転換したために、平成１７年度と同じく４団体（３市

１町）となった。また、赤字団体の赤字額は３１億６１

百万円で、２５億３４百万円の減となった。

単年度収支の赤字団体の状況をみると、団体数は

前年度に比べて２団体減の１４団体（９市５町）で、

赤字額は１２億５２百万円、前年度に比べて４８百万円の

増となった。

平成１８年度の歳入総額は１兆６,２３２億３５百万円で、

１１６億５２百万円、０.７％の増となっており、主な増

減要素は、次のとおりである。（表－３、４）

・地方税 ＋８１億７６百万円（＋００１.１％）

・地方譲与税 ＋１３７億８６百万円（＋０４１.６％）

・地方交付税 △１０２億４０百万円（△００６.２％）

・国庫支出金 △１１６億５４百万円（△００５.６％）

・財産収入 ＋１２２億１８百万円（＋２３５.７％）

なお、歳入の構成比についてみると、表－５のと

おりとなっている。

地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財

産収入、繰入金、諸収入等の自主財源の合計は９,３６４

億６３百万円で、２７１億１１百万円、３.０％の増となっ

ており、歳入総額に占める割合は５７.７％と１.３％の増

Ⅲ 歳　入
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図－４　歳入決算規模の対前年度増減率の推移

表－２　黒字団体・赤字団体の推移

図－５　歳出決算規模の対前年度増減率の推移
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となっている。これは、地方税や財産収入の増が大

きな要因である。（図－６）

また、地方税、地方交付税、地方譲与税等の狭義

の一般財源は１兆５８１億６３百万円で、８０億７０百万円、

０.８％の増となっており、歳入総額に占める割合は、

平成１７年度と同じく６５.２％となっている。（図－７）

①　地方税

地方税は７,６００億４２百万円で、８１億７６百万円、

１.１％の増となっている。（表－６）

主な増減要素は、以下のとおりである。
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表－３　歳入決算額の状況

表－４　歳入決算額の対前年度増減率の推移

表－５　歳入決算額の構成比の推移
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図－７　一般財源の歳入総額に占める割合の推移

表－６　地方税の状況

図－６　自主財源の構成比の推移
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・所得割 ＋１９７億２５百万円（＋８.２％）

定率減税の縮減などにより増となっている。

・法人税割 ＋２７億９０百万円（＋５.５％）

景気回復により、法人所得が増となっている。

・固定資産税 △１４２億８３百万円（△４.３％）

うち　土地 △４７億７６百万円（△３.３％）

うち　家屋 △９８億９３百万円（△７.４％）

固定資産の評価替えに伴い固定資産評価額が下

落したことなどによる。

なお、図－８は、各税目別の対前年度増減率の推

移である。

②　地方譲与税

地方譲与税は４６９億１９百万円で、１３７億８６百万円、

４１.６％の増となっている。

三位一体の改革における国庫補助負担金の見直し

に伴い、所得譲与税が増加したことによる。

③　地方特例交付金

地方特例交付金は２１６億８４百万円で、４４億９０百万

円、１７.２％の減となっている。

定率減税の縮減による減税補てん特例交付金の減

による。

④　地方交付税

地方交付税は１,５４６億９８百万円で、１０２億４０百万

円、６.２％の減となっている。（表－７）
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図－８　税目別対前年度増減率の推移

図－９　国庫支出金の推移
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表－８　国庫支出金の状況

表－７　地方交付税の状況
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・普通交付税 △９８億１３百万円（△０６.４％）

基準財政需要額は全国を上回る伸びを示したが、

一方の基準財政収入額も、所得割の増加率が全国

を上回っていることや、基準財政収入額に占める

割合が全国よりも比較的高い法人税割の増加が大

きく影響して、それ以上の伸びを示したため、普

通交付税は減少した。

・特別交付税 △４億２７百万円（△０３.４％）

⑤　国庫支出金

国庫支出金は１,９６８億４７百万円で、１１６億５４百万

円、５.６％の減となっている。（表－８、図－９）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・生活保護費負担金 ＋３３億４９百万円（＋０３.０％）

生活保護世帯の増などによる。

・普通建設事業費支出金

△２億３４百万円（△０１.５％）

公園整備事業の減などによる。

・その他 △１２５億４百万円（△１９.５％）

三位一体の改革による児童扶養手当給付費負担

金、児童手当国庫負担金の国庫負担率の引き下げ

に伴う減などによる。

⑥　府支出金

府支出金は７６９億４５百万円で、９億２０百万円、１.２％

の増となっている。（表－９）

ア．国庫財源を伴うもの

３２４億１９万円、△９億８百万円（△２.７％）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・委託金 △３９億７４百万円（△７０.８％）

衆議院議員選挙委託金の減や国勢調査委託金の

減などによる。

・その他 ＋２８億１４百万円（＋１３.４％）

三位一体の改革による児童手当の府負担率の引

き上げに伴う増などによる。

イ．府費のみのもの

４４５億２６百万円、＋１８億２８百万円（＋４.３％）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・その他 ＋１５億２６百万円（＋０３.７％）

大阪府議会議員選挙委託金の増などによる。

⑦　財産収入

財産収入は１７４億２百万円で、１２２億１８百万円、

２３５.７％の増となっている。（表－１０）

これは、財産売払収入のうち、土地・建物が１１８

億７１百万円、２８５.３％の増となったのが大きな要因

である。

⑧　繰入金

繰入金は３９３億９７百万円で、９５億４３百万円、３２.０％
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表－９　府支出金の状況

表－１０ 財産収入の状況
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の増となっている。（表－１１）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・基金繰入金 ＋２０億７８百万円（＋０８.３％）

（内訳）

・財政調整基金 ＋２６億２０百万円（＋４１.１％）

・減債基金 △１４億７８百万円（△２９.７％）

・その他特定目的基金

＋９億３５百万円（＋０６.８％）

なお、財政調整基金から取崩しを行った団体数は、

前年度より１団体増加して２２団体となっている。ま

た、減債基金から取崩しを行った団体数は、前年度

より２団体減少して１５団体となっている。

・その他 ＋７５億４２百万円（＋２４７.０％）

その他特定目的基金からの借入金的繰入金の増

による。

⑨　諸収入

諸収入は５２６億８百万円で、３２億６０百万円、５.８％

の減となっている。（表－１２）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・雑入 △７３億８２百万円（△３３.１％）

大阪府市町村職員互助会に係る精算金の減など

による。
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表－１１ 繰入金の状況

表－１２ 諸収入の状況

表－１３ 地方債発行額の状況
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・貸付金元利収入 ＋４４億９９百万円（＋１５.２％）

土地開発公社貸付金元利収入の増などによる。

⑩　地方債

地方債は１,１３４億３９百万円で、４６億５７百万円、

３.９％の減となっている。（表－１３、図－１０）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・退職手当債 ＋６７億３９百万円（＋１,５２１.１％）

平成１７年度までは、定年退職者は原則として対

象外だったが、平成１８年度からは、要件を満たす

場合には定年退職、整理退職及び勧しょう退職を

問わず発行が可能になったことによる。

・一般単独事業債 △５１億９百万円（△２１.３％）

・臨時財政対策債 △５６億９８百万円（△１０.７％）

近年の財政の逼迫状態から、土地開発公社健全

化に係る土地買戻事業を除く単独の建設事業が抑

制されたことや、地方財政の財源不足が縮小した

ことに伴って臨時財政対策債が減となったことな

どによる。

また、歳入総額に占める地方債収入の比率（地

方債依存度）は７.０％で、０.３ポイント減少した。

（図－１１）

平成１８年度の歳出総額は、１兆６,１３７億２９百万円

で、７２億７３百万円、０.５％の増となっている。

■目的別歳出の状況

目的別歳出とは、市町村の経費をその行政目的に

より区分したものであり、総務費、民生費、衛生費、

土木費、教育費など１４区分に大別される。

主な増減経費は以下のとおりである。（表－１４、

１５、１６）

・総務費 ＋１２８億４６百万円（＋００６.７％）

・民生費 ＋８５億４０百万円（＋００１.５％）

・諸支出金 ＋８０億５４百万円（＋３１１.９％）

・土木費 △２２０億３８百万円（△００９.５％）

①　総務費

総務費は、２,０５６億８０百万円で、１２８億４６百万円、

６.７％の増となっている。

総務費の主な増減要素は、以下のとおりである。

Ⅳ 歳　出
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図－１０ 地方債発行額の推移
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図－１１ 地方債依存度の推移
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表－１４ 目的別歳出決算の状況

表－１５ 目的別歳出決算額の対前年度増減率の推移

表－１６ 目的別歳出決算額の構成比の推移

表－１７ 総務費の状況
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図－１２ 民生費の推移

表－１８ 民生費の状況

表－１９ 衛生費の状況

自治大阪 ／ 2008 － 2
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（表―１７）

・総務管理費 ＋１７７億８２百万円（＋１１.５％）

基金積立金の増などによる。

・統計調査費 △２４億８６百万円（△７５.２％）

国勢調査に係る経費の減などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりであ

る。

・普通建設事業費 ＋７８億５９百万円（＋９９.３％）

用地取得等に係る事業費の増などによる。

・その他 ＋１２３億４９百万円（＋８９.７％）

基金積立金の増などによる。

・人件費 △７１億６百万円（△６.０％）

職員数の削減などによる。

②　民生費

民生費は、５,７１７億２３百万円で、８５億４０百万円、

１.５％の増となっている。（表－１８、図－１２）
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図－１３ 衛生費の推移

表－２０ 土木費の状況
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民生費の主な増要素は、以下のとおりである。

・児童福祉費 ＋８８億６１百万円（＋４.８％）

児童手当の支給対象年齢が拡大されたことによ

る給付費の増などによる。

・生活保護費　　　＋２４億３７百万円（＋１.６％）

生活保護世帯の増などによる。

性質別内訳の主な増要素は、以下のとおりである。

・扶助費　　　　　＋７６億１６百万円（＋２.４％）

生活保護世帯の増、児童手当の給付費の増など

による。

・繰出金　　　　　＋５５億６６百万円（＋４.９％）

介護給付費の増等による介護保険事業会計に対

する繰出金や財源補てん的な繰出の増等による国

民健康保険事業会計に対する繰出金の増などによる。

③　衛生費

衛生費は、１,６７２億８６百万円で、２億９１百万円、

０.２％の増となっている。（表－１９、図－１３）

衛生費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・保健衛生費 ＋４億１１百万円（＋００.６％）

病院事業への貸付金等の増などによる。

・保健所費　　　　　△１億３６百万円（△０５.７％）

職員給等の人件費の減などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりである。

・人件費 △１８億３７百万円（△０４.５％）

職員数の削減などによる。

・普通建設事業費　＋１２億３８百万円（＋１５.１％）

廃棄物処理施設建設事業費の増などによる。

④　土木費

土木費は、２,１０１億２百万で、２２０億３８百万円、

９.５％の減となっている。（表－２０、図－１４）

土木費の主な減要素は、以下のとおりである。

・都市計画費のうち

下水道費 △７１億７５百万円（△０８.５％）

下水道事業会計への繰出金の減などによる。

公園 △５７億３９百万円（△２６.７％）

公園整備に係る事業費の減などによる。

区画整理費等 △４８億２２百万円（△１５.８％）

市街地再開発事業の減などによる。

性質別内訳の主な減要素は、以下のとおりである。

・普通建設事業費 △１１５億３百万円（△１６.８％）

公園整備や市街地再開発事業の減などによる。

・繰出金 △１１５億３１百万円（△１３.５％）

下水道事業会計への繰出金の減などによる

⑤　教育費

教育費は、１,７１９億２９百万円で、３０億５４百万円、

１.７％の減となっている。（表－２１、図－１５）

教育費の主な減要素は、以下のとおりである。

・社会教育費 △２４億７５百万円（△０６.６％）

図書館等の整備費の減などによる。

・小学校 △１１億３８百万円（△０２.８％）
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図－１４ 土木費の推移
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管理運営に係る事業費の減などによる。

性質別内訳の主な減要素は、以下のとおりである。

・人件費 △２８億円（△０３.７％）

職員数の削減などによる。

⑥　その他

前年度繰上充用金は､前年度赤字額の減により、本

年度は１４億４８百万円、２０.４％の減となった。

公債費は、土地売却に伴う繰上償還や臨時財政

対策債の償還額の増などにより、３６億１３百万円、

２.１％の増となった。

■性質別歳出の状況

市町村の経費をその性質別により分類すると、義

務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別する

ことができる。（表－２２、２３、図－１６）

・義務的経費 △６１億２５百万円（△０.７％）
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図－１５ 教育費の推移

表－２１ 教育費の状況
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表－２２ 性質別歳出内訳の状況

表－２３ 性質別歳出決算額の対前年度増減率の推移

表－２４ 性質別歳出決算額の構成比の推移
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・投資的経費 ＋１０３億８０百万円（＋８.３％）

・その他の経費 ＋３０億１９百万円（＋０.５％）

構成比については、表－２４、図－１７のとおりである。

（１）義務的経費

①　人件費

人件費は、３,８４０億１２百万円で、１６９億８２百万

円、４.２％の減となっている。また、歳出総額に

占める人件費の構成比は２３.８％で、１.２ポイント

の減となっている。（表－２５）

人件費の主な減要素は、以下のとおりである。

・基本給 △６２億４２百万円（△３.５％）

・その他手当 △４０億８２百万円（△４.３％）

職員数の削減などによる。

・地方公務員共済組合等負担金

△３７億６０百万円（△７.９％）

給与構造見直し及び職員数の削減などによる。
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図－１６ 性質別歳出の推移

図－１７ 性質別歳出構成比の推移
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表－２５ 人件費の内訳

表－２６ 扶助費の状況

表－２７ 公債費の推移

表－２８ 地方債元利償還金の事業債別内訳
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②　扶助費

扶助費は、３,３０８億５０百万円で、７２億６０百万円、

２.２％の増となっている。また、歳出総額に占め

る扶助費の構成比は、２０.５％で、０.４ポイントの

増となっている。（表－２６）

扶助費の主な増要素は、以下のとおりである。

・児童福祉費 ＋９０億５百万円（＋８.６％）

児童手当の支給対象年齢が拡大されたことに

よる給付費の増などによる。

・生活保護費 ＋２８億１３百万円（＋１.９％）

生活保護世帯の増などによる。

③　公債費

公債費は、１,７５３億３９百万円で、３６億１４百万円、

２.１％の増となっている。（表－２７、図－１８）

公債費の主な増減要素は、以下のとおりである。

（表－２８）

・臨時財政対策債 ＋３８億５２百万円（＋６６.４％）

・一般単独事業債 ＋５７億９４百万円（＋０８.７％）

・学校教育施設等整備事業債

△３１億３８百万円（△１４.７％）

（２）投資的経費

①普通建設事業費

投資的経費の大部分を占める普通建設事業費に

ついて、補助事業費は減少となったが、土地開発

公社からの用地買戻し等により単独事業費が増加

しており、全体としては１,３５０億１０百万円で、１０４

億７百万円、８.４％の増となっている。（表－２９）

また、歳出総額に占める普通建設事業費の構成
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図－１９ 普通建設事業費財源内訳構成比の推移

表－２９ 普通建設事業費の推移

図－２０ 普通建設事業費の目的別構成比の推移図－１８ 公債費・地方債発行額の推移
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比は、８.４％と前年度から０.６ポイントの増となっ

ている。

普通建設事業費の財源構成は、図－１９のとおり

である。

普通建設事業費の目的別支出の主な増要素は、

以下のとおりである。

・総務費 ＋７８億５９百万円（＋０９９.３％）

用地取得費等の事業費の増などによる。

・諸支出金 ＋７３億５１百万円（＋９７３.５％）

用地取得費等の事業費の増などによる。

普通建設事業費の目的別構成比は、表－３０、

図－２０のとおりである。

普通建設事業費における用地取得費は、４６５億

９８百万円で、９２億３８百万円、２４.７％の増となっ

ている。

用地取得費の主な増減要素は、以下のとおりで

ある。（表－３１）
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表－３０ 普通建設事業費の目的別状況

表－３１ 用地取得費の状況

表－３２ 用地取得費の占める割合
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・その他 ＋１６７億６４百万円（＋１４７.４％）

総合文化施設等用地に係る取得費の増などに

よる。

・街路 △４６億２８百万円（△０３５.２％）

なお、普通建設事業費に占める用地取得費の割

合は３４.５％と、４.５ポイント増加している。（表－

３２）

②　その他

災害復旧事業費は、１億１百万円で２７百万円、

２１.１％の減となっている。

（３）その他の経費

①　物件費

物件費は、１,８３７億１１百万円で２８億４９百万円、

１.５％の減となっている。（表－３３）

主な減要素は、以下のとおりである。

・需用費 △１３億４４百万円（△３.６％）

事務事業の見直し等による需用費の減による。

・委託料 △５億６４百万円（△０.５％）

委託業務見直し等による委託料の減による。

②　補助費等

補助費等は、１,２９３億８５百万円で、６３億５８百万

円、５.２％の増となっている。（表－３４）

主な増減要素は、以下のとおりである。
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表－３３ 物件費の状況

表－３４ 補助費等の状況

表－３５ 貸付金の状況
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・その他 ＋６３億３４百万円（＋９.９％）

基金借入に係る返還金の増などによる。

③　積立金

積立金は、３２１億２９百万円で、１１２億８４百万円、

５４.１％の増となっている。

土地売却等による減債基金や施設整備に係る基

金への積立金の増などによる。

④　貸付金

貸付金は、２８８億１０百万円で、３４億４８百万円、

１０.７％の減となっている。（表－３５）

土地開発公社への貸付金の減などによる。

⑤　繰出金

繰出金は、１,９３３億８５百万円で、６１億５３百万円、

３.１％の減となっている。（表－３６）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・下水道事業会計 △１１４億７７百万円（△１３.８％）

・介護保険事業会計（事業勘定）

＋１８億８８百万円（＋０５.３％）

介護給付費の増などによる。

・国民健康保険事業会計

＋１８億４百万円（＋０３.７％）

財源補てん的な繰出金の増などによる。

■一般財源等の充当状況

平成１８年度における府内市町村の一般財源等（注

１）の充当状況をみると、歳出に充当された一般財

Ⅴ 財政分析等
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表－３６ 繰出金の状況

表－３７ 一般財源等の充当状況
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源等の総額が、１兆１,６９４億９２百万円で、１億４８百万

円、０.０％の増となるとともに、一般財源等収入額

も、１兆１,７８８億９８百万円で、４５億１３百万円、０.４％

の増となっている｡（表－３７）

次に、歳出のうち、義務的経費に充当された一般

財源等の状況についてみると、人件費では、職員数

の削減などによる職員給の減などで、２１１億５４百万

円、５.７％の減となっており、公債費は、８億６２百

万円、０.５％の減となっている。

その一方で、扶助費が、三位一体改革による児童

扶養手当等の国庫負担率の引き下げなどによる影響

で、１３１億６０百万円、１３.０％の増となっている。

この結果、義務的経費全体の一般財源等の充当額

は６,３４９億８５百万円となり、８８億５６百万円、１.４％

の減となっている｡

投資的経費に充当された一般財源等は、土地開発

公社健全化に係る土地買戻事業が増加したことから、

普通建設事業費が増加し、全体でも６８億３２百万円、

１６.７％の増となっている｡

その他の経費については、物件費が５億６９百万円、

０.４％の減、土地開発公社への貸付金の減少により、

投資及び出資金が４億８４百万円、２１.７％の減となっ

たものの、土地売却収入などを基金に積み立てたた

め積立金が５０億４６百万円、２７.６％の増となったこと

などにより、その他経費全体では２１億７３百万円、

０.４％の増となっている。

なお、岸和田市の下水道事業会計の法適用への移

行により、繰出金が６３億８４百万円、３.６％の減、補

助費等が６２億６９百万円、５.６％の増となっている。

次に、図－２１より府内市町村と全国市町村におけ

る一般財源等の充当状況の構成比をみると、その他

の経費は、府内市町村、全国市町村とも同じような

構成比で推移しているものの、義務的経費では府内

市町村が、投資的経費では全国市町村がそれぞれ４

～７ポイント上回る割合で推移している｡

義務的経費の内訳（図－２２）でみると、人件費と

扶助費において府内市町村が全国市町村を上回る状

況で推移し、逆に公債費では全国市町村を下回って

推移している｡

平成１７年度におけるポイント差は、人件費が５.２
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図－２１ 一般財源等の充当状況
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図－２２ 一般財源等の充当状況（義務的経費）
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ポイント、扶助費が２.４ポイント、公債費が２.７ポイ

ントの差となっているが、近年、府内市町村では、

職員数の削減など、人件費削減に向けた取組みが進

められており、人件費のポイント差が縮小傾向にあ

る｡

次に、図－２３より、投資的経費の大部分を占める

普通建設事業費の構成比をみると、補助事業費、単

独事業費ともに、全国市町村が府内市町村を上回っ

ている｡

特に単独事業費は、以前は５ポイント前後の差が

あったものの、平成１７年度では３.３ポイント差となっ

ており、ポイント差は小さくなってきている｡なお、

平成１７年度における普通建設事業費におけるポイン

ト差は３.８ポイントとなっている｡

以上のように、府内市町村は、全国平均を上回る

人件費等の義務的経費に充てる一般財源等を、単独

建設事業への充当を抑制することで捻出しているこ

とがわかる。

（注１）「Ⅴ　財政分析等」の項における「一般財源等」とは、

いわゆる狭義の一般財源のほか、交通安全対策特別交

付金、使用料・手数料などのうち、その収入が必要経

費を超過する場合の超過額、財政調整基金の取崩しに

よる繰入金、臨時財政対策債などの赤字地方債など、

一般財源と同様に使用される財源を含んでいる。

■経常収支比率

経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測る指標

の一つであり、法定普通税や普通交付税などの経常

一般財源等収入が、人件費、扶助費のような経常的

な経費にどれだけ充当されたか、その割合によって

財政構造の弾力性をみようとするものである。

なお、平成１３年度より経常収支比率の算出方法が

変更されており、経常一般財源等収入に減税補てん

債（注２）と臨時財政対策債（注３）を加えて算出

することとなった｡（図－２４）

府内市町村の経常収支比率は、従来から高い比率

で推移していたが、特別減税の実施や長引く不況の

影響による地方税の減収で経常一般財源等収入が伸

び悩むなか、人口急増期に大量採用した職員の高齢

化による人件費の高止まりや都市基盤整備の実施に

よる公債費の増加などにより、平成６年度から１３年

連続で９０％を超える非常に高い数値で推移している。

平成１１年度から平成１３年度まで９５％前後で推移し

ていた数値は、平成１４年度には９７.１％と大幅に悪化

した。平成１５、１６、１７年度は９６.５％、９６.９％、

９６.３％と推移し、平成１８年度は９６.０％となり、若干

改善している。

全国市町村においては、８０％台で推移していたも

のが、平成１６年度には９０％を超え、平成１８年度は

９０.３％となっている。府内市町村との差は、以前は

１０ポイント以上あったが、５ポイント程度まで縮ま

っている。

表－３８、３９、４０より、経常収支比率の算出の基

礎数値を収入と支出に分けてみてみると、経常一般

財源等収入は、普通交付税が９８億１３百万円、６.４％

の減、臨時財政対策債が５６億９８百万円、１０.７％の減

となったものの、大部分を占める法定普通税が１１６

億１３百万円、１.７％の増となったことや三位一体改

革による国庫補助負担金の改革に伴う所得譲与税の

増により地方譲与税が１３７億８６百万円、４１.６％の大

幅な増となったことなどにより、全体では４６億５９百

万円、０.４％の増となった。

一方、経常経費充当一般財源等は、職員数の削減

などで人件費充当分が８２億７４百万円、２.４％の減と

なったことや繰出金充当分が２６億２４百万円、１.９％

の減となったものの、三位一体改革による児童扶養

手当等の国庫負担率の引き下げなどにより扶助費充

当分が１２９億９３百万円、１３.０％の大幅な増となった

ため、全体としては２０億７６百万円、０.２％の増加と

なった。
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図－２３ 一般財源等の充当状況（普通建設事業費）
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図－２４ 経常収支比率の推移

表－３８ 経常経費充当一般財源等の状況

表－３９ 経常一般財源等収入の増減率

表－４０ 経常経費充当一般財源等の増減率
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このように経常一般財源等収入が増加したものの、

経常経費充当一般財源等も扶助費が増加したため、

図－２５、表－４１のとおり、経常収支比率は前年度並

みとなった｡

また、表－４２より経常収支比率の段階区分による

団体数の状況をみると、平成１８年度においては、

１００％以上の団体が、昨年度より２団体増加して１１

団体となり、９０％以上の団体も全体の９割以上を占

めており、依然として、府内市町村の財政構造の硬

直化は深刻な状況となっている｡

（注２）減税補てん債は、住民税減税等の実施による減収に

対処するために発行を許可された地方債（特例地方債）

である。

（注３）臨時財政対策債は、地方交付税の不足分に係る借入

れのうち地方負担分の一定割合を地方自ら借入れする

地方債（特例地方債）である｡

■実質公債費比率及び起債制限比率

①　実質公債費比率

実質公債費比率とは、地方債協議制度への移行に

伴い平成１８年度から導入された指標であり、実質的

な公債費に費やした一般財源（地方交付税措置分を

除く。）の額が標準財政規模（地方交付税措置分を除

く。）に占める割合を３ケ年平均でみるものである。

この比率が１８％以上の団体については、地方債の発

行に総務大臣又は知事の許可を要し、２５％以上の団

体は起債の制限を受けることになっている（ただし、

経過措置として、平成１７年度の地方債許可方針に定

める起債制限比率が２０％未満であった団体について

は、当分の間、一定の条件のもとで起債制限を受け

ない。）。

府内市町村の実質公債費比率は、１３.７％と前年度

と同率となった｡これは、分母が臨時財政対策債発行

可能額の減により減少したが、分子も公営企業債の

償還に充てたと認められる繰入金が減少したためで

ある｡

一方、全国市町村における実質公債費比率は１５.１％

と前年度に比べ０.３ポイント上昇し、府内市町村とポ
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表－４１ 経常収支比率の内訳

表－４２ 経常収支比率の段階区分による団体数

図－２５ 経常一般財源等収入及び経常経費充当一般財源等の推移
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イント差は１.４ポイントとなっている。（表－４３）

また、実質公債費比率を段階別にみると、平成１９

年度の地方債の発行において知事の許可が必要とな

る１８％以上の団体は昨年度より３団体増加し７団体

となった。

②　起債制限比率

起債制限比率は、地方債元利償還金に充当された

一般財源（地方交付税措置分を除く。）が標準財政規

模（地方交付税措置分を除く。）に対し、どの程度の

割合となっているかを３ケ年平均でみるものである。

（図―２６）

平成１８年度における府内市町村の起債制限比率は

１０.４％となり、前年度に比べ０.１ポイント上昇した。

一方、全国市町村における起債制限比率は１１.３％

となり、前年度に比べて０.１ポイント低下した。府内

市町村とポイント差は平成１８年度で０.９ポイントとな

っている｡起債制限比率を段階別にみると、表－４４の

とおりである｡

■将来にわたる財政負担

地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収

支状況のみでなく、地方債や債務負担行為等のよう

に、将来にわたって財政負担となるものや、年度間

の財政調整を図り、将来における弾力的な財政運営

のために財源を留保する積立金等の状況などについ

ても、併せて総合的に把握しておく必要がある。府

内市町村における状況は次のとおりとなっている。

①　地方債現在高

平成１８年度における地方債現在高は、１兆５,９９０億

３９百万円で、２８１億３３百万円、１.７％の減となって

いる。（図－２７、表－４５）

これは、赤字地方債である臨時財政対策債が４２１

億６５百万円、１５.１％の増となっているものの、一般

単独事業債が４１３億４５百万円、６.９％の減、学校教育

施設等整備事業債が７８億９９百万円、７.３％の減とな

ったことをはじめ、ほとんどの事業債で前年度を下

回る状況となったことが要因と考えられる｡

また、図－２８、表－４５、４６より、地方債現在高の

事業別構成比をみると、従来同様、地方単独事業の

推進により著しい伸びを示した一般単独事業債が最

大の構成比となっている状況には変わりはないもの

の、減税補てん債と臨時財政対策債の２つの赤字地

方債を合わせるとこれに次ぐ大きい構成比を示す状

況となっている｡

府内市町村における地方債現在高は、普通建設事

業費の抑制基調のなか、平成１１年度には減少に転じ

たものの、平成１３年度に臨時財政対策債が導入され

たことで再び増加傾向を示し、平成１６年度から再び

減少することとなった。
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表－４３ 実質公債費比率の段階別団体数の状況

表－４４ 起債制限比率の段階別団体数の状況

１０.９ １１.０ 
１１.２ 

１０.３ １０.３ 

１１.４ １１.３ 

１０.3 １０.４ 

図－２６ 起債制限比率の推移

図－２７ 地方債現在高の対前年度増減率の推移
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一方、府内市町村と全国市町村の事業別構成比を

みると、平成１１年度以降、府内市町村でも構成比の

大きい一般単独事業債が全国市町村の構成比を上回

る状況にあり、平成１７年度ではポイント差が２.１ポ

イントとなっている｡

図－２９をみると、横ばいで推移していた地方債現

在高の人口一人当たりの額は、平成１４年度には増加

に転じたが、平成１８年度は３００.４千円と、前年度に

引き続き減少した。これは、現在高総額での状況と

同じく、一般単独事業債や学校教育施設等整備事業

債などが減少したことなどが主な原因と考えられる｡

また、平成１７年度における全国市町村の地方債現在
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図－２８ 地方債現在高の構成比の推移

表－４５ 地方債現在高の状況

表－４６ 地方債現在高と構成比の推移
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高の人口一人当たりの額は４２３.３千円となっており、

府内市町村を１１７.８千円上回る額となり、その差は

拡大傾向にある｡

次に、図－３０より、平成１８年度の地方債現在高の

標準財政規模に対する比率は１６５％となっており、前

年度を６ポイント下回っている。

全国市町村については、平成１７年度の対標準財政
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図－２９ 地方債現在高人口一人当たり額の推移
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図－３０ 地方債現在高の標準財政規模に対する比率の推移

図－３１ 積立金現在高の推移

表－４７ 積立金現在高の状況
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規模に対する比率は１９９％となっており、府内市町

村を２８ポイント上回り、標準財政規模のほぼ２倍と

なっている｡

②　積立金現在高

府内市町村の積立金現在高は、土地売払い収入な

どの臨時的な積立てがあったため、５７億２５百万円、

２.１％の増となっている｡（図－３１、表－４７）

内訳をみると、財政調整基金では２億４４百万円、

０.３％の減、減債基金では１９億９５百万円、９.３％の

増、その他特定目的基金では３９億７４百万円、２.４％
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図－３２ 積立金現在高人口一人当たり額の推移

図－３３ 積立金の標準財政規模に対する割合

表－４８ 積立金の標準財政規模に対する割合
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の増となっている｡

図－３２より、積立金現在高の人口一人当たり額を

みると、平成１８年度では５１.８千円となり、平成４年

以来１４年ぶりに増加した（少子化対策、介護円滑導

入などによる交付金を積み立てたことにより増加し

た平成１１年度を除く。）。全国市町村については、平

成１７年度の人口一人当たりの額は６８.８千円となって

おり、府内市町村を１８.１千円上回っている。

図－３３、表－４８の積立金現在高の標準財政規模に

対する割合を見ると、平成１８年度においては、積立

金合計で２８.４％となり、前年度を０.１ポイント上回

った。積立金別では、財政調整基金が８.７ポイント
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表－４９ 債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額の状況

図－３４ 将来にわたる実質的な財政負担

表－５０ 将来にわたる実質的な財政負担
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で前年度より０.２ポイント減少しているものの、減債

基金は２.４％で０.２ポイントの増、その他特定目的基

金が１７.２％で０.１ポイント増となっている。

③　債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額

府内市町村の債務負担行為に基づく翌年度以降支

出予定額は、３,４１０億４７百万円で、３４９億８４百万円、

９.３％の減となっている。（表－４９）

これは、各団体が土地開発公社からの買戻しを積

極的に行ったことなどから、「土地の購入に係るも

の」が２３４億４５百万円、１６.５％の大幅な減となった

ことが大きく影響している｡

④　将来にわたる実質的な財政負担

債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額に地

方債現在高を加えたものから、積立金現在高を差し

引いた「将来にわたる実質的な財政負担」は、１兆

６,６４５億９百万円で、６８８億４１百万円、４.０％の減と

なっている。（図－３４、表－５０）

これは、債務負担行為に基づく翌年度以降支出予

定額が３４９億８４百万円、９.３％の減、地方債現在高が

２８１億３２百万円、１.７％の減となったことに加え、積

立金現在高が５７億２５百万円、２.１％の増となったこ

とによる。

また、「将来にわたる実質的な財政負担」の標準財

政規模に対する割合についても、平成１５年度以降横ば

いの状況であったものが、平成１８年度には減少した｡

また、全国市町村との比較では、平成１５年度から
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表－５１
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３年連続で全国市町村が０.１ポイント上回ることとな

った。

■府内市町村のバランスシート

バランスシートは、行政活動のうち、特に投資事

業にスポットを当て、資産形成とそれに対する地方

債や補助金等の状況を一覧的に明らかにするもので

ある。（表－５１）

府内市町村のバランスシートは、平成１９年３月３１

日現在で、総資産が５兆７,９７９億５５百万円、負債が２

兆２４３億５０百万円となり、正味資産は３兆７,７３６億５

百万円となっている。また、総資産に占める負債の

割合は３４.９％となっている。

資産の部の内訳をみると、有形固定資産が５兆

３,１５７億４７百万円で、総資産に占める割合は９１.７％

となっている。

一方、負債の部の内訳をみると、地方債が固定負

債、流動負債を合わせて１兆５,９９０億３８百万円で、負

債に占める割合は７９.０％となっている。

また、次に割合の大きい退職給与引当金は４,０４４

53自治大阪 ／ 2008 － 2

表－５２
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億４５百万円で、負債の２０.０％を占めている。なお、

正味資産の部では、地方税等の一般財源等が２兆

８,７２４億３２百万円で、全体の７６.１％を占めている。

次に、表－５２より府内市町村における住民一人あた

りのバランスシートを見ると、総資産が１,０８９,２４１円、

負債が３８０,３０７円となり、正味資産は７０８,９３４円とな

っている。

公会計の整備については、「行政改革の重要方針

（平成１７年１２月２４日閣議決定）」等により、貸借対照

表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変

動計算書の４表を作成していくことが要請されてい

る。今後、資産・債務に関する情報開示と適正な管

理を進めるためにも、早急に上記財務書類の整備に

取組み、積極的な活用を図られたい。

（注）今回作成した府内市町村のバランスシートは、「地方公

共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」

（平成１２年３月）に基づくものである。

■はじめに

地方公共団体の財政状況については、決算統計に

基づく財政比較分析表や決算カードなど共通の様式

によるものをはじめ、各地方自治体、新聞等が独自

に分析を行ったものなど、さまざまな形で示されて

いるところである。

今回は、特に地方公共団体の歳出の比較・分析に

焦点を置いて、平成１９年３月に取りまとめられた

「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告

書」（以下「報告書」という。）を参考に、府内市町

村の人件費及び公債費に準じる経費について考察し

てみたい。

＜報告書について＞

報告書は、地方公共団体の歳出内容を類似団体と

比較分析し、住民・議会等へ、より分かりやすく提

示するとともに、歳出削減につなげるための手法に

ついて検討した内容を取りまとめたものである。

その中では、歳出分析を行うにあたり、経常収支

比率の内訳を類似団体平均と比較・分析することを

基本とし、それだけでは十分にフォローできない経

費（人件費、公債費及び普通建設事業費）について

他の指標を活用して比較・分析する手法が望ましい

としている。特に人件費及び公債費については、経

常収支比率の中で大きな割合を占め、財政硬直化の

主要な要因であるため、性質別分類における他の経

費に含まれる関連経費も含め、より詳細な分析を行

う必要があるとされている。

■人件費に準じる経費

人件費について、報告書では、性質別分類上の人

件費だけでなく、人件費に準じる費用（以下「準人

件費」という。）である、

・賃金（物件費）

・一部事務組合負担金のうち人件費相当分（補助費

等）

・公営企業（法適）等に対する繰出しのうち人件費

相当分（補助費等）

・公営企業（法適）等に対する繰出しのうち人件費

相当分（投資及び出資金・貸付金）

・公営企業（法非適）等に対する繰出金（繰出金）

・事業費支弁人件費（投資的経費）

の合計から、職員の年齢構成や行革努力による退職

者数の多寡に大きく左右される退職手当を除いた決

算額の人口一人当りの額について、類似団体との比

較を行うこととしている。

表－５３は、報告書を参考に平成１８年度の決算統計

に基づく府内市町村の人件費（性質別分類上、退職

手当除く）及び準人件費の決算額についてまとめた

ものである。

府内市町村計で見てみると、人件費の１６.７％に当

たる５６,４９９百万円が準人件費として支出されている。

準人件費の内訳について示したのが図－３５である。

一部事務組合への負担金に含まれるものが最も多く、

以下、公営企業（法非適）等への繰出金、物件費に

含まれる賃金と続いている。

図－３６は、府内市町村の人件費に対する準人件費

の比率をグラフで表したものである。準人件費の占

める比率の高い上位１０団体は、一部事務組合の負担

Ⅵ 特別分析 ～府内市町村の人件費及び公
債費に準じる経費を用いた分析について～
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表－５３

図－３６ 府内市町村の人件費を１００とした場合の準人件費の割合
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金の比率が高くなっているが、いずれの団体も歳出

に占める人件費の割合が高い消防組合に加入してお

り、その影響によるものと思われる。

さらに、どの団体でも一定の繰出しが行われてい

る公営企業等について、その内訳をグラフで表した

のが図－３７である。経営状況の厳しい病院事業や国

民健康保険事業・介護保険事業に対する繰出しが目

立つ結果となっている。

図－３８は、平成１３年度を１００とした場合の人件費及

び準人件費の推移をグラフで表したものである。

ただし、

①一部事務組合の負担金（退職金除く）は、一組

人件費総額と退職金の比で按分して算出。

②公営企業等については、過去の決算統計から数

値が拾えないため、掲載していない。

こととしている。

ここからは、過去の行革の取組みによる職員削減

の効果が見て取れるが、一方で物件費の中の賃金が

増えていることから、非正規職員等の雇用の増加が

うかがえる。

また、一部事務組合の負担金については、普通会

計の人件費と同様、減少傾向を示しているが、どの

年度も普通会計の人件費を上回る状況となっている。

以上、人件費及び準人件費について見てきたが、

今回見てきた経費以外でも、例えば、従来直営で行

っていた業務を委託化した場合には、その業務にか

かる人件費は、物件費の中の委託費に含まれること

になり、実質的な人件費を明らかにするという意味

からは、他の経費も考慮した分析が期待されるとこ

ろである。

人件費については住民の関心も高く、各団体とも

行革計画などで削減に取り組んでいるが、人件費の

削減だけに固執して準人件費等が増えていては元も

子もない。各団体においては、単に職員数の削減だ

けに捉われるのではなく、経費間の関連性にも注意

して財政の改善に取り組んでいただきたい。
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図－３７ 公営企業等への人件費繰出し内訳（市町村合計）

図－３８ 人件費及び準人件費の推移（平成１３年度＝１００とした場合）

図－３５ 市町村合計における準人件費の内訳
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■公債費に準じる経費

公債費について、報告書では、実質公債費比率の

考え方に従い、性質別分類上の公債費に加え、公債

費に準じる経費（以下「準公債費」という。）も含め

たベースで比較・分析することとしている。

具体的には、実質公債費比率の算出において用い

られる、

・公債費充当一般財源等額（繰上償還額、公営企業

債償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分

を除く。）

・満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に

相当するもの（年度割相当額）等

・公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰

入金

・一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認め

られる補助金又は負担金に充当する一般財源等額

・債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずる

ものに充当する一般財源等額

の合計から、地方債に係る元利償還金及び準元利償

還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用

いる基準財政需要額に算入された額を除いた決算額

の人口一人当りの額について、類似団体との比較を

行うこととしている。

ここでは人件費同様、性質別分類上の公債費に、

歳出決算額における準公債費を加えたベースで比

較・分析し、地方債に係る元利償還金及び準元利償

還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用

いる基準財政需要額に算入された額については考慮

しないこととする。

表－５４は、府内市町村の公債費及び準公債費につ

いてまとめたものである。

府内市町村計では、公債費の４４.２％に当たる７７,４７４

百万円が準公債費として支出されている。

図－３９及び図－４０は、それぞれ公債費及び準公債

費の内訳を示したものであるが、公営企業（法非適）

等への繰出金に含まれるものが最も多く、続いて公

営企業（法適）への補助費等、一部事務組合への負

担金となっている。

図－４１は、平成１３年度を１００とした場合の公債費

及び準公債費の推移をグラフで表したものである。

準公債費は、近年施設整備を行っている清掃組合

の影響が大きい一部事務組合や病院事業のように増

加しているものと、上水道事業と下水道事業のよう
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図－４０ 府内市町村の公債費を１００とした場合の準公債費の割合

図－３９ 市町村合計における準公債費内訳
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図－４１ 公債費及び準公債費の推移（平成１３年度＝１００とした場合）

表－５４
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に減少しているものに分かれる結果となった。

ただし、下水道事業の準公債費が平成１６年度から

急激に減少しているのは、資本費平準化債の発行に

より、単年度あたりの負担が軽減されたことによる

ものと思われる。

また、普通会計の公債費がほぼ横ばいであるのに

対し、病院事業と一部事務組合の公債費負担は増加

傾向であり、資本費平準化債を発行している下水道

事業も含め、今後の準公債費の推移には注意が必要

である。

平成１９年６月に成立した「地方公共団体の財政の

健全化に関する法律」（以下「健全化法」という。）

において、公表が義務付けられている４つの指標で

は、フローとしての公債費とストックとしての地方

債残高が大きな意味を持っており、今後、普通会計

のみならず、公営企業等も含めた地方債管理がます

ます重要となることを意識して財政運営に臨んでい

ただきたい。

■まとめ

今回は、人件費と公債費について、繰出金などの

中に含まれているそれぞれに準じる経費を見てきた。

これまでの分類ではわかりにくかった、他の会計へ

の繰出しなどに含まれている人件費や公債費を加え

て分析したり、他団体と比較することで、自団体の

特徴や改善すべき箇所などについて新たな発見があ

るのではなかろうか。

また、健全化法では、普通会計だけではなく、公

営企業や第三セクターまで含めた各団体トータルの

フロー、ストック両面から見た指標が明らかにされ、

今後、各会計の抱える課題の発見とその対策が非常

に重要となってくる。こうした分析に当たっては、

今回の分析のような視点も役立てていただきたい。

府内市町村では、住民の生活や福祉の向上を図り、

個性豊かで魅力ある街づくりを推進するため、道路

や都市公園等の公共施設の整備に努めている。これ

ら主要な公共施設の整備状況の概要は、次のとおり

である。なお、府内の各市町村の数値は、本誌平成

２０年３月号別冊に掲載予定であるので参照されたい。

市町村公共施設状況調査は、平成１５年度分調査か

ら、詳細調査は３年に一度行われることとなったた

め、今回の調査は縮小調査となっている。次回の詳

細調査は、平成２０年度分調査（平成２１年度実施）の

予定である。

（１）道路

平成１９年４月１日現在における市町村道の実延

長は１万１,２２４ｋｍ（対前年度比０.７％増）、面積は

７０,０１５千㎡（同１.０％増）である。これらを１０年前

（平成９年４月１日現在）と比べると、実延長は８.４％

増、面積は１２.４％増となっている。

（２）公営住宅

平成１８年度末における公営住宅等（公営住宅法

（昭和２６年法律第１９３号）に基づく公営住宅、住宅地

区改良法（昭和３５年法律第８４号）に基づく改良住宅

及び地方公共団体が独自に建設する単独住宅）の総

戸数は２３,０７８戸であり、前年度と比べると３０５戸減

少（１.３％減）となっている。これを１０年前（平成

８年度末）と比べると１,１１８戸増加（５.１％増）とな

っている。また、公営住宅等総戸数に占める公営住

宅の割合は６７.１％（前年度６７.４％）となっている。

（３）公園

平成１８年度末現在における都市公園等（地方公共

団体等が都市計画区域内において設置し、管理して

いる施設で、公園としての実態を備え、一般の利用

に供しているものを含む。なお、児童遊園は除く。）

の数は４,８８６箇所（対前年度比２.２％増）で、その面

積は３２,４３１千㎡（同２.７％増）となっている。また、

これらを１０年前（平成８年度末）と比べると、都市

公園等の箇所数は１,３２５箇所増加（３７.２％増）、その

面積も５,７６８千㎡増加（２１.６％増）となっている。

都市公園等を設置者別にみると、市町村が設置し

たものが４,８６８箇所（対前年度比２.２％増）、２１,７３９

千㎡（同１.６％増）で、総箇所数の９９.６％、総面積

の６７.０％を占めている。

Ⅶ 公共施設の状況
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（４）下水処理施設

汚水（し尿及び生活雑排水）及び雨水を処理する

施設としては、公共下水道（特定環境保全公共下水

道を含む。以下、この項において同じ。）、農業集落

排水施設、漁業集落排水施設等があり、また、汚水

を処理する施設としては、合併処理浄化槽等がある。

これらの下水処理施設については、財政措置の充実

が図られていることもあり、近年の環境保全意識の

向上とともに、各地域の実態に即した整備が進めら

れている。

これらの下水処理施設の中でも中心的な施設であ

る公共下水道についてみると、平成１８年度末におけ

る現在排水人口（供用開始している排水区域内人口）

は、４,６３０千人で、前年度と比べると１.９％増となっ

ている。これを１０年前（平成８年度末）と比べると、

１,１５０千人の増加（３３.０％増）となっている。

また、平成１８年度末における合併処理浄化槽の処

理人口は２７７千人（同１０.６％減）となっている。こ

れを１０年前（平成８年度末）と比べると、合併処理

浄化槽の処理人口は８０千人減少（２２.４％減）となっ

ている。

なお、し尿については、上記の下水処理施設によ

る処理のほか、し尿処理施設処理、下水道マンホー

ル投入等による収集処理及び単独浄化槽等による自

家処理が行われている。平成１８年度末のし尿処理施

設処理人口は３２７千人（対前年度比１２.１％減）、し尿

処理施設年間総収集量は４５０千ｋｌ（同６.６％減）とな

っている。これらを１０年前（平成８年度末）と比べ

ると、し尿処理施設処理人口は５７０千人減少（６３.５％

減）、し尿処理施設年間総収集量は４４２千ｋｌ減少

（４９.６％減）となっている。下水処理施設等による

処理の増加により、し尿処理施設処理人口・年間総

収集量とも、年々減少している。

（５）ごみ処理施設

ごみの処理は、焼却処理、埋立処理、高速堆肥化

処理等の収集処理のほか、自家処理により行われて

いる。平成１８年度末における収集処理人口は５,４００

千人（対前年度比０.１％減）で、その年間総収集量は

２,０３５千ｔ（同１.４％減）となっている。

また、これらを１０年前（平成８年度末）と比べる

と、収集処理人口は１９千人増加（０.４％増）、年間総

収集量は１４２千ｔ減少（６.５％減）となっている。

（６）保育所

平成１８年１０月１日現在における公立の保育所数

（季節保育所を除く。）は３０６箇所、延面積は２７０千㎡

となっており、前年同期と比べると９箇所減少（２.９％

減）、７千㎡減少（２.５％減）となっている。

また、これらを１０年前（平成８年１０月１日現在）

と比べると、箇所数は４８箇所減少（１３.６％減）、延

面積は３１千㎡減少（１０.３％減）となっている。

（７）高齢者福祉施設

平成１８年１０月１日現在における公立の老人ホーム

数は１０箇所で、前年同期より１箇所減少となってい

る。また、これを１０年前（平成８年１０月１日現在）

と比べると、１箇所増加している。老人ホームの箇

所数を種類別にみると、養護老人ホームが７箇所、

特別養護老人ホームが３箇所となっている。

（８）高等学校

平成１９年５月１日現在における公立高等学校数は

２校で、前年同期と同じ学校数となっている。また、

これを１０年前（平成９年５月１日現在）と比べても、

同じ学校数となっている。

（９）文化及び体育施設

ア．文化施設

平成１８年度末現在の公立の文化施設の状況は、次

のとおりである。

市民会館及び公会堂は８９箇所（前年度比１館増）

で、延面積は４１６千㎡（対前年度比０.５％増）となっ

ている。また、これらを１０年前（平成８年度末）と

比べると、７箇所増加（８.５％増）、延面積は５８千㎡

増加（１６.２％増）となっている。

図書館は９６館（対前年度比１館増）となっている。

また、これを１０年前（平成８年度末）と比べると、

１７館増加（２１.５％増）となっている。

博物館（美術館、動物園、水族館等を含む。）は６

60 自治大阪 ／ 2008 － 2

00自治大阪2008.2月号  08.2.25 4:49 PM  ページ 60



館（前年度と同じ）となっている。また、これを１０

年前（平成８年度末）と比べると、２館増加となっ

ている。

イ．体育施設

平成１８年度末現在の公立の体育施設の状況は、次

のとおりである。

体育館は８６箇所（対前年度比１箇所増）となって

いる。また、これを１０年前（平成８年度末）と比べ

ると、１１箇所増加（１４.７％増）となっている。

陸上競技場は１３箇所（前年度と同じ）となってい

る。また、これは１０年前（平成８年度末）と比べて

も同じである。

野球場は６０箇所（前年度と同じ）となっている。

また、これを１０年前（平成８年度末）と比べると、

１箇所増加（１.７％増）となっている。

プールは１１８箇所（前年度と同じ）となっている。

また、これを１０年前（平成８年度末）と比べると、

１箇所減少（０.８％減）となっている。

平成１８年度府内市町村決算は、実質収支、単年度

収支ともに３年連続で黒字となった。これは、歳出

で扶助費、公債費の増加はあるものの、それを上回

る人件費削減（職員数は５年間で５,２４３人、△１２.９％）

を行ってきたことなどによるものである。

しかしながら、約半数の市町村で財政調整基金を

取崩して収支不足を補っており、一部の市町村では

基金や特別会計からの借入を行っているところもあ

る。また、経常収支比率は、府内市町村で９６.０％と

ほぼ前年度並みであったが、１００％を超える市町村

は前年度より２団体増えて１１団体となり、財政状況

が硬直している状況は依然として変わっていない。

府内市町村を取り巻く環境は、歳入面では定率減

税の縮減や企業収益の改善により地方税が２年連続

で前年度を上回るなど改善の兆しが見えるものの、

歳出面では、生活保護をはじめとする扶助費が、伸

び率は鈍化しながらも、依然として増加を続けてい

るなど、引き続き厳しい状況が続いている。

府内市町村においては、これまでも人件費の削減

や事務事業の見直し、施設の統廃合、民間委託の推

進などの歳出面での取組、保育料などの使用料・手

数料の改定や低・未利用地の売却などの歳入面での

取組を行い、財政の健全化に一定の効果をあげてき

た。しかしながら、経常収支比率をはじめとする決

算数値を見る限り、こうした取組が財政構造を抜本

的に改善させたとまではいえない。今後は、歳入確

保・歳出削減に向けて、各団体の置かれている状況

や特徴を踏まえ、これまでにない新たな視点や独自

の工夫を凝らした取組が必要である。

また、平成１９年６月に成立した健全化法では、地

方公共団体は毎年度、①実質赤字比率、②連結実質

赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の４

つの指標の公表を義務付けられており、４指標がそ

れぞれ「早期健全化基準」を超えると自主的な改善

努力を求める「早期健全化団体」に、将来負担比率

を除く３指標が「財政再生基準」を超えると国の管

理下で財政再建を図る「財政再生団体」となる。

一方で、平成１９年１０月には、「新地方公会計制度実

務研究会報告書」が公表され、できるだけ早期（健

全化法の指標が、平成１９年度決算に基づき平成２０年

秋に公表されることもあり、同時期を目処に公表す

ることが期待されるとしている。）に新公会計制度に

基づいた財務諸表を作成し、公表することが要請さ

れている。

こうした動きに共通する思想は、財政状況を的確

に評価するための指標や会計手法の導入を図ること

で、住民や議会等に対し、財政状況をより分かりや

すく示すとともに、将来の負担など団体の置かれて

いる現状を把握し、課題を明らかにすることで財政

の悪化を未然に防ぐことである。そのため、各団体

においては、各指標の試算などを通じ、現状を正確

に分析するとともに、将来収支の精査を行い、今後

の財政運営・施策選択について議論を深めていかな

ければならない。その際には、当然ながら普通会計

だけではなく、公営企業や第三セクターまで含めた

各団体のあり方や目指すべき方向の検討など、これ

まで以上に戦略的な財政運営が求められるであろう。

Ⅷ おわりに
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